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1　 は じ め に

ll　 序 　 　 　 説

皿　製造者責任に お ける過失理論の 展開

　囚 　Winterbottom 　v ，　Wright （1848）事件
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 r

　 CB） Thoiiias　 v ．　 Winchester （1852） 事件

　〔C ） MacPherson 　 v ．　Buick　 Moter　Co ．（1916） 事件

IV　医薬品製造者 の 過失責任

　 1、 ネ グ リジ ェ ン ス とは

　　（A） 過失 の 要件

　　　〔1〕 医薬品製造者の 注意義務

　　　　  　開発上 の 注意義務

　　　　回　製造上の 注意義務

　　　　  　警告上 の 注意義務

　　　　　同　警告 の 方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　｛B） 過失の 立証責任

　　　　（イ） 情況証拠∫

　　　　  　ヒス ノ イ プ サ ・ロ ク ィ ト ゥ
ール 原則

　　　　  　法律違反即過失 自体　　　　　　　　　（以上本学紀要第 5 号 に 掲載）

V 　判例
一

つ ：Ho 實皿 an 　v ，　Sterling　Drug 　Inc．（485　F　2d　132 （3d．　Cir　1973））

　 事件

　｛1｝ 事実の概要

　   　事件の 争点と分析

VI 製造者責任にお ける保証理論 の 展開

　〔A） Maze むti
’
v ．　Ar 皿 our ＆ Co，（1931）事件

　〔B｝ Baxter 　v．　Ford 　Moter 　Co．（1932）事件

　〔C｝ Henningsen　v，　Bloomfield　Moters 。
　Inc．（1960）事件
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VH 医薬品製 造者の 保証責任

　1． 保証責任 とは

　 （A）明示保証責任

　 ．｛B｝、黙示保証責任

泉

（以上本号）

V　判例一
つ ： Hoffman　v ．　Sterling　Drug 　Inc．事件

　　　 （1973年）　（485F2d ・132　（3d　Cir　 1973））

　前稿 に お い て は， ア メ リカ に おけ る医薬品製造者の 過失責任 に関す る法理論的展開を分析 し

た 。 それ らの 分析に従 っ て ，医薬品に お ける事件の 二 判例 を検討 し，本稿の研究 目的を進 め る

こ とと した 。

　こめ判例 は，州間相違訴訟で，原告 （Hoffman）が上訴 U 皮対側 （Sterling　Drug　Inc） も

上 訴 した もの であ る 。 そ れは商標 名 厂Aralen」 （製 造者 ，　Sterlipg　Drug　Inc．と Winthrop

Lab．）で市販 され た ク ロ ロ キ ン 燐酸塩 （Phosphate ） を原告に注射 した結果，重大な永続的障
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （79）　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　
害を被 っ た と して 原告が 損害賠償を請求 した事件で ある 。

〔1｝ 事 実 の 概 要

　 こ の 事件 は，医学的歴史的閤題 として 19SO年初め ごろか らは じまる。 原告 は ， そ の 頃， 胃腸

の 状態が おもわ しくな く，また関節炎痛の ため Dr ．　K に診察を受 けた と こ ろ ，
　 Dr：K ・は原 告

の 顔に 発 疹が 出て い る の で ， 皮膚科 へ 行 くよ う勧あた 。 そ こ で 原告は，Dr ．　M （皮膚科 の 整骨

術の 専門家）へ 行き，紅斑 性狼瘡症の 病気と診断 され，1957年 5 月治療の ため 「Aralen」が 処

方 された。Dr ，　M は，原告を1957 年 4月か ら1958 年 5 月まで 加療 し，そ の 後皮膚 科 の 専門医 ・

で ある Dr．　C が ，1958年 6月か ら原告 に加療 した の で ある 。 そ こ で Dr ．C は，また 1964年 3

月まで rAralen」を処方 したの で ある 。　Dr．　C は証言 して い る ので あるが ， ク ロ ロ キ ン 薬の 長期

間の 使用が眼 に障害を及ぼ す こ とに気づ き ， 原告に 「ありうるか もしれ な い 」と教え た 。 そ し

’
て 原告 に 眼科 へ 行 ？

て slit −1amp 検査を受ける よ ラに 忠告 ．Lた の で ある 。 しか し Dr．　C は∫ 眼

の 障害が治癒で き な い こ とは知 らなか っ た と述 べ て い る。

　原告 は，1964年 3 月に ，Dr．　C か ら直接治療を受 け る の をや め ， そ の 後は 1965年 6 月ま で ，

Dr．C の 発行する処方箋で 「Aralen」 を服用 しつ づ けた。そ こ で 原告が ，
　 Dr．L に 相談 したと

こ ろ，こ の 関節炎痛に対して Dr，L は，原告 に対 して 「Aralen」の 服用を中止す るよ う忠告 し

た の で あ る 。

　 ところで Dr．　G によれば，原告 は1965年〜66奪頃，視力り異変を感 じて 原告の 眼科医 Dr．C

に相談 に きた 。 そ して検査 したと こ ろ ， 1966年以前 に原告の 視覚は ，
20／20視界で正常で あ っ

たが，そ の 後 1967年 6月 に は両眼 ともおよ そ 20／30に低下 しst 視界がかな り悪化 した，と証言

して い るの で ある 。 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 ．・

　なお Dr ．M （眼科医） に よ れば
， 同医師が原告を 1965年 12月に 検査 した と こ ろ ，原告あ視

力は両眼 20／30 で あり，それを 2Q／20 に規整す る こ とはで きなか っ た 。 そ こ で ，1970年 Dr．　M

は，原告が ク ロ ロ キ ン 網膜症であると結論付けた の で あ る 。 そ して つ い に彼の 両眼の 視界 は ，
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医薬 品 製造 者責任 の 展 開（⊃ 3

10／200 にまで 低下 して しま っ た （こ の 状態は ペ ン シ ル ベ ニ ア 州法で は盲 目の 範疇で ある）。

　とこ ろ で ク ロ F キ 7網膜症 とは，ク ロ ロ キ ン 薬の 長期間の 使用か ら生ず る網膜の 障害状態で

ある 。 こ うした永続的網膜障害の 可能性 は，1946年 「Aralen」が市販され は じめ た頃 ｝と十分予

測され た こ とであ る 。

　「Aralen」は ，
．マ ラ リア の 治療薬 と して ，

　 FDA が 認可 した もの で ある 。 そ してすで に 1940年

〜1950 年初期に おい て ，通常的な副作用 として ，ロ区気，異常 の 痙攣，視力の くもり，数症例が

知見 され て い た 。 しか しな が らそ の 当時， 視力の 障害 に つ い て は ，
ク ロ ロ キ ン 薬治療で は

一一
時

的な もの で あると
．
結論付 け られて お り，研 究者が ク ロ ロ キ ン 薬治療をしなか っ た時 は知見 されな

か っ たもの で ある 。 そ うした状況の もとで 1953 年まで ，原告の リウ ー
マ チ 関節炎，紅斑性狼瘡

症，皮膚病等の 治療に対 して rAralen」 の 使用 の 効果 の 報告が現われ て い た の で あ る。

　 1955年，被告 Winthrop　Lab 社は，紅斑性狼瘡症 の 治療薬 と して の 「AralenJ に 関する論

文を出版 発 行 した 。 また同 じ年 ， 同禄は上解ρ治療 の 際の 「Aralen 」 の 使 用に 関する情 報を

Physician’s　Desk　Referenceに発表 した 。 最後に ， 1957年 7 月25 日 ， 被告は FDA に対 して

リ ュ
ーk チ関節炎 ， 紅斑性狼瘡症 の 、「Aralenll使用の ため の 宣伝 ・販売 の 認可を求め，さ らに

新薬 と して 申請手続を した の で ある 。 こ れ に 対して FDA は ， 条件的で あ るが 1957 年 10 月 2

日 か ら三 週間後 ， 最終認可 を与え た。と こ ろ で 1957年 頃 ， ク ロ ロ キ ン 薬 の 使用 の 結果 ，網膜 の

永続 的 障害を 引き起 こ す とい う疑念 が
一

部の 学者 （Dr．G ） の 論文に よ っ て発 表されたり した 。

これ らの 論文を要約すれば ， 関節炎は クロ ロ キ ン薬の 成分か ら生ずる もの で あ る と説かれたが，

被告 の 証人 （Dr．　R ）に よれば ，
こ の 論文の 記 述 は

“

ありそ うな こ とだが ， ま っ た くそ うで

もな い とも言える
”

， ク ロ ロ キ ン 薬 は関節炎 を生 じさ せ るか もしれな い が ， 彼等の 使用した薬が

Winthrop　I、ab 社か ら販売され た ク ロ 1コ キ ン Phosphate で はな く，毒性 の 異な る sulfate で

ある と考え られる』

　そ こ で 1960年 ， 被告は，自社の 商品の 力 タ ロ グlctw人の 学者の 論文を参熈し，医学文献 に は

網 膜 障害が ク ロ ロ キ ン 薬治療で不可 避 的に 引き起 こ される 旨を報告 し，1962 年の 商品文献 に

は，
“
ク ロ ロ キ ン 薬で 治療後，数 ケ月な い し数年 内に網膜 障害が まれに起 こ ると の 報告 を含め

て 警告 した の で ある 。 加えて ，被告 は長期間の ク ロ ロ キ ン 薬の 治療の 間に ；
’
初期の 変化を検査

す るため 「Periodic　visual　 field　exam 」検査をする必要性を指摘 し， 1963年 2月 ， 248，000人
の 医 師に対 して ク ロ ロ キ ン 薬使用 の初期の 患 者に 眼 の 合併症 と 「Periodic　OphthalmologiG

exa 皿 」の 検査をす る必要性を警告 した書面を ， 送 っ た の で ある 。

｛2｝事 件の争点と分析 、

　前述 の よ うな事件の 概要の もとで原告 と被告の 間に お ける事実上及び法律上の 争点は ， 次の

よ うに要約 され て い る 。

　まず第一審裁判所 （ペ ン シ ル ベ ニ ア 地方裁判所）か ら上訴裁判所 へ の 提訴理由を考察 して ，

原告の 訴答と被告の 上訴理 由を述 べ れ ば ，

　 （d） 原告の 主張

　　 （1） 薬 （ク ロ ロ キ ン ）が市販 され る前に な されるべ き検査が不十分で あ れば過失が あ る 。

　　　 また薬 に 内在す る危険性に つ い て ， 薬の 使用者又 は医療専 門職 （medical 　profession）

　　　 に適切な警告を しな い 懈怠 に して も， 過失が ある 。
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4 三 　 浦　　 泉

  　ζれは，FDA 規則 301 条 ， 501 条 ， 502 条 に違反 で ある。

  　被告は，不法行為法の 下 ｝こ お ける厳格責任を負 うべ きで ある。

〔4｝ 被告は，ク ロ ロ キ ン 薬の 安全性に っ い て の 知識 と特性をめ ぐる故意的な間違え，虚偽

　　的な不実表示 と陰蔽 ， また は薬の 有害な特性に対する不実表示的報告に つ い て も， 責任 ．

　　が ある 。

こ うした訴答 に 対して 第
一

審裁判所は，長期間審理後，陪審が損害賠償金に つ い で評決 し，

総額 437
，
　OOO ドル を認 め，原 告勝訴 の 判決を示 した 。

こ れ に 対 し被告は ，原審裁判所の 誤審を

主 張 して 上訴 ．した の で ある 。

　回 　被告の上訴理 由

　　〔1） 被告が FDA 規則 に違反 したか否か の 問題を陪審に 具申　　　　　　　　　1　　
．

　　  　FめA ’
に対 し，ク ロ ロ キ ン 薬に 関す る医師か らの 質 問 と情報の手 紙を提 出しなか っ た

　　　とい う申立 に被告は証 拠を提出。 　
』
　　　　　　 、

　　｛3｝ 被告が rAralenjの 有害 な副作用 に関 して適切 な検査をせず販売 した問題 に っ い て 陪

　　　審に 具申。

　　〔4｝ 陪審が裁定 した損害賠償金 437
，
000 ドル の 金額は法外で ある と主張 。

　そ こ で 前記 の 原告の 訴答 と被告 の 上訴理 由を考慮 しなが ら ， 両者 の 主 張抗弁を検討 し，問題

点を列挙 しつ つ
， 以下で は主要な論点を筆者な りに 分析 しだい 。

第 一
の 論 点

　「Aralen」は FDA の 認可の 下で 市販 された が，そ の 認可条件が FDA 規則違反で あ っ たか

否かが まず問題で ある 。

　証拠に よ れば，FDA の 認可は，「Aralen」 に 対 し，マ ラ リア 治療薬 の 新薬 と して 認可 され た

も の で 南っ たが，実際 こ の 事件の 指示使用に 際 して は，紅斑性狼瘡症に用い られ，い わゆる

マ ラ リア の 治療薬の 新薬 とい う認可 目的以外の 病状に使用 され た こ とが，EDA 規則 に違反 し

た ， と述 べ られ て い る 。 それ は こ うで あろう。 もし 「Aralen」が認可 目的以外の 他の 病気に使

用 され るな らば ， それは新薬 として 改めて FDA に認可を求め るべ き もの で あり， そ の 手続 き

を踏ま な い な ら指示使用上の 義務違反で あると い う・こ とであ る 。 なぜ な ら 「Aralen」 はすで に

新薬で はな くな っ て い るの で ある。原告 の 主張は こ う した点に第
一

の 論点を持ち評価 され て い

る もの で あろ う。 新薬の 他の 症状 に対す る使用上投与上の 変更 に つ い て は，原告の 主張の よ う

に公衆 lc指示警告 される前に
，
　 FDA の 新 薬と して の 認可を取得す べ きであ り．， 薬の 成分の 変

更 ，投与量及 び方法， 期間 ，そ の 他の 使用 上 の 条件な どの 使用 上の 適切な変 更は，FDA の 指

示 に従 うべ きで あろう。

　 こ の件 に 関 して 当該裁判所は証拠物件 を考慮 して ， FDA の 認可以前に ，
マ ラ リァ 治療薬で ある

「Aralen 」 を紅斑性狼瘡症の 治療に使用 した こ とは法 規違反 で あ る と判示 し， そ れは同時に

FDA 法違 反が被告の 主張す る法違反即 ち障害の 近因で はな い とい う弁論に 対して も当該裁判

所 は，FDA 認可数ケ月前 に原告の 紅斑性狼瘡症 に 「Aralen」を処方 して い る証拠に よ り，薬

と障害との 間の 近因関係あ りと判示 した の で あ る。 こ の 近因 （Proximate　Cause）とい
』
う用語

は ， ア メ リカ の 法貍論に よ く現われ て くる もの で ， 近 因 とは 「近い 原 因 に よ る損 害 ， 逆に い え

ば，原因か ら近い 結果に 対 して は，賠償す る」 と
』
い う因果関係 （通常，因果関係 に は事実上の
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （8o ）

因果関係と法律上の 因果関係に分 けて 論 じられて い る）の 一般原則で あると述べ られて い る 。

第 二 の 論 点

　第二 の 問題は ， 被告が抗弁す る rAralen」 の 副作用に関する適切な検査 の 後 ， 市販されたか

否か で ある 。 被告は 原審裁 判所 に お い て 「Aralen」を紅斑性狼瘡症の 治療に使用 する段階で ，

有害な副作用 に関 して 適切な検査 を し， 販売 した 旨証拠を提出 したの で あ っ た。

　被告側の 証 人によれ ば，ク ロ ロ キ ン 薬の 副作用 に関す るテ ス トを一
年以上の 長期間動物で テ

ス トを した。 最初は ラッ トで 1953年〜54年 に行 ない
， その 結果注 目す べ きもの がな く網膜テ ス

トは しなか っ た 。 第二 に モ ン キ
ー

を使 っ て 1958年 3月〜59年 8月ま で 74週聞行 な っ た 。 rこの テ

ス トに 対 し原告 の 証人は 「Aralen」 と 「Aspirinj の 評価を求め る方法 に 基 づ い た もの で あ り，

不 適 切で あ り，「Aralen」 の み の 評価を基礎 とした もの で 有効性 を解明する方法で は な い と証

言して い る。 」

　第三 の テ ス トは，（「Aralen」 の 長期間使用 か らの 副作用 を知 る た め に ）ネ コ で 行なわれ た。

すなわ ちこ の テ ス トは，「Aralen」が網膜症を起 こすの で はな い か と の 予想 の もと に，1965年ま

で 行なわれたが，事件が法廷の 審理 期間中 （1968年〜69年まで）は行なわれなか っ た 。 被告の

証人 は ， 人 聞に （12人か ら15人を対照 として ）短期間に 一般的テ ス トとして眼又は網膜症テ ス

トを行な っ た 。

　被告の 証人 が陳述 して い る こ れ らの 問題 に対 Uて 原告 の 証人 は ，

一
つ の 研究を した （1964年

〜65年）。 そ の 研究に よ れば，ラ ッ トに 綢膜変質が現われ，1963 年〜68 年に わた っ て ，他の 研

究方法を用い て行な っ た結果 ， ク ロ ロ キ ン 注射薬が動物の網膜変化， 網膜障害を及ぼ した と証

言 し， 同時に ， こ の 研究方法は 10年前で も技術的に可能な方法で あ っ た と述 べ て い る 。

　 こ れらの 要点を端的に述 べ れば，問題 とな っ て い る こ とは，

　第一に ，「Aralenj の 長期間 の 使用 か ら潜在 的な 有害な 副作用 が 適切 な テ ス トで 現 われ る か

ど うか。
』
第二 に，実際に は被 告の 研究 が適 切で あ っ たか否か 。 陪審 に お い て 正確 に問題 とな っ たか

否か 。

　 こ の 論点に対 して当該裁判所 は ， まず被告が 「クロ ロ キ ン 薬 を人間に 長期間投与 して い る間，

問題 が起 こ らなか っ た の で あ るか ら， た とえそ れ らの 因果関係につ い て動物実験を行な わ なか

っ た として も過失があるとはい えな い 」 と陳述 して い る こ と ｝ζ対 して ，1953年 の Dalehite対
　 　 　 　 　 （81）

United　States 事件 の Jackis 裁判官 の 判旨を加え て
，

「我 々 人 間 （か つ て な く増加 して い る ）

が，食品 と飲物，治療剤 と合成剤，衣類 と装飾品を大量生産に た よる。こ れ は総合合成的生活

の 時代で あ る、 もはや 自然で 単純 な製品の な い 時代で ある 。 成分や性状とい うもの が複雑 で あ

り，それ らは しば しば秘密で ある 。 こ うした依存社会で は，単純な時代よ りも正確な厳格な注

意が なされなければな らな い 。 そ の 安全 と注意力の 努力に おい て の み，製造者，生産者は ， 安

全と警告が要求されなければな らな い
。 購買者は殺すもの か ， 治癒する ものか決めて薬を飲む

こ とはで きな い 。

……実験又は調査 は，危険の 存在 と程度を 決定す る必要が ある 。 これ らの 製

品を製造す る者は，研究設備を備えて ，内在す る潜在的危険を見つ け出す技術的知識を公衆か

ら期待されね ばな らな い
。 危険が予見 されなか っ た とい う主 張は ， そ の企業 の 製品 へ の 配慮が

な され なか っ た とい う こ とで あ り評価 しえ な い 」 こ の 判旨を引用 し述 べ た後 ， 当該裁判所は ，
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被告 医薬品製造者 の 予見性あ りや否や の 問題 と して ，証拠 を採用 して ，1956年初期の 医師か ら　　
 

の 手紙 に より 「Aralen」を用い た 患者が視力障害と網膜変化の 呈 した こ とを知 らせ て おり ， 1960

年初めの 医学文献 に そ の こ とが示され て い た，と判断して 被告 に 過失ありと判示 して い る 。

第 三 の 論 点

　被告が主張す る rAralen」で 治癒す るた め処方す る医師が 患者に警告す る義務が あるか否か

の 問題で ある 。

　 こ の 論点の 第
一

は ， 原 審裁判所 が陪審 に 不 適切な指示か ら問題が は じま ると思 われる 。 そ の

理 由 は，被告が処方 と治療を行 な う医師に対 して 薬 の 有害性に つ い て 警告す る義務が ある と い
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （B2）

うこ とで ある 。 まず第一に つ い て 当該裁判所 は，Incollingo対 Ewing 事 件の 判 旨を引用 して

い るの で あるが ，
こ の 判旨では，ペ ン シ ル ベ ニ ア 州法は ， 警告をなすこ とを処方す る医師にの

み要求 して い るが，当該裁判所で は同意で ぎな い とし，またltncollingO事件で述べ て い る警告義

務の 要請は，正 当な免許医師に の み有効で あ り，公衆又 は患者に警告す る義務はな い と して い

る 。 要する に 処方医の みに警告すればよ い とい う意味で あろう。 当該裁判所は，、こ の 警告義務

問 題 に っ い て医薬品製造者の 警告が最 もよ く伝達 され る と い う こ とが重要な点 で あ り，

’
A
°
ン シ

ル ベ ニ ア 州法は処方す る医師であるか ， 又 は治療す る医師で あるかはそれ ほど重要な問題で は

な い と述 べ
， 処方薬の使用 に つ い て は ， 医薬品製造者の警告が消費者ま で 達す る （ラ ベ ル 又 は

直接の伝達方法を用い て ）こ とは困難で ある 。 医療専門職へ の警告が有効的な方法 （最 も有効
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9

な方法は ，
Detail　man に よ る警 告義務の問題が あ る。内容に つ い て は ， 前稿 （第 5号）40頁を

参照 された い ），に お い て のみ患者を助ける こ と に な る と述べ て い る 。 そ れは医薬品製造者が処

方医及び治療医の 両方に 警告する義務が求め られて い る 。 しかる に ，こ の 事件に おい て は ， 治

療医師に警告が な され て いれば悲劇は避けられた で あろうと判示 して い るの で あ る 。

　 さて 警告問題 に つ い て
， さ らに 当該 裁判所 の 結論を要約 して み た い 。

　まず当該裁判所 は，こ の 問題 に つ い て 原告側 の 主 張で ある技術的状態 （た とえ ば医学的知識

の 状況）の 故意的で 不注意な点 に対 して 被告に責任を課す べ きで ある。そ の ｛1）として ， 被告が

「Aralen」の 有害性を知 っ た時，　 FDA に申告すべ きに もかか わ らず懈怠 した こ と 。 〔2）ク ロ ロ キ
・

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （83）

ン 網膜症に つ い て 医療専門職に知らせ る こと。 〔3跛 告に よ る警告の妥 当性がありや否や の 問題 。

　 これ らの 問題に つ い て 証拠によ り被告らは ， 「Aralen」の 危険な作用 に関 して ，販売方法並びに

職務上の 不注意に 責任を負わされる 。 そ の不往意 とは ， 網牒症障害の 警告義務が医療専門職に警

戒 させ る方法がとられたか否か の 問題で ある 。 そ の 警告 を効 果的 に医療専 門職に で きるもの は ，

The　Physician
’
sD 聞k　Reference がそ の

一
つ で ある 。 被告 らは，1963年ま で に The　Physician’s

Desk　ReferenceJに網膜 症 障 害の 副作用に つ い て言及する こ とに 懈怠が あ っ た。また医師に有

害 な副作用を警戒 させ るに役立つ もの と して
“1皿 portant　Drug 　Precautions”

と マ ーク した手

紙を送付する こ とも
一

つ で ある。 しか しなが ら被告は 1963年 2月ま で この マ
ー

ク付の手紙を送

付 しな か っ た 。 それに加え て 1963年 2 月に 248
，
　OOO人の 医師に 送付 した マ

L
ク付の 手 紙で さ

え ，

“

あい ま い
”

で あ っ た。この こ とは ， ク ロ ロ キ ン網膜症の危険 に つ い て知 っ て い る被告が ，

こ の 警告 の 形式が医療専門職に効果的に伝達 されて い なか っ た こ とを知 っ たか ，知 り得 るべ き

で あ っ たか の 証拠が 提示され る べ き で ある。 重 大な危険を医師に警告す るとの 合理 的な行為 の

懈怠が ，公衆の 健康に 不注意で あ っ たか 否か とい う点に つ い て 陪審へ 具申されるべ きもの で あ
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っ た 。

第 四 の 論 点

　懲罰的損害賠償額 に つ い て ，原告が再審理を諳求 し， 被告は陪審の 損害賠償＃fi　437，　OOO ドル

が法外で あ る
， と主 張 し た 問題で あ る 。

　ア メ リカ法に お い て は，裁判所は損害賠償に関する判定に 際 して
， 補償的損害賠償 （Compen −

satory 　damages） と懲罰 的損害賠償 （Punitive　damages ）に 大別 し課 して い る 。 前者は
， 主

に精 神 的損 害 （今 日 で は慰藉料 も含まれて い る）， すなわち無形の 損害を現実の 損害 と して 認

め る もの で ある ． ・ れ鵬 し磯 者 は測 産的及 び肉体的儲 に対 して 認め ら卿 どち らか e．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （s5）

言えば，被告の 悪性に対 して懲罰を加え ，

一般的予防に 資そ うとす る もの で ある，と説かれ て

い る 。 現在で ぽほ とん どの 州が こ の 法理 を採用 して い るよ うで あ るが，民事事件に お い て 懲罰

的損害賠償法理 を採用 する こ とに反対す る考え方 もある 。 なぜ な ら，そ の 主な理由は，こ の 法

理 が 「民事責任 と刑事責任 とを混淆する ちの で あ り，民事訴訟における損害賠償の 目的は発生
　 　 　 　 　 　 　 　 　 （86）

した損 害の 補修 で ある」， しか る に 「処罰を目的とす る懲罰的損害賠償を認 め るの は変則 で あ
　 　 　 　 　 　 （s7）

・っ て 不当で ある」 とい う反 対説 もあ る 。 確か に 民 事責任 と刑事責任 とは異 な る性質を もっ て お

り，内容的に も積極的た権利侵害を意 図するもの と，不法行為 におけるよ うに精神状態 （過失）

が重視 され る もの と ， そ の 損害に対 して はおの ずか ら差異があ るで あろう。 しか しな が ら賛成

論に よれば，「不法行為 の 損害賠償責任 一 そ れが補償的な もの で あ っ て も 一 訓戒的作用 を

営ませ る こ とを意味す る」 の で あ っ て ，「懲 罰 的損害賠償 も訓戒的作用を よ り強化 さ せ る もの
　 　 　 （88）

で ある」 と説 かれて い る 。

　 　 　 　 ム

　 こ うした両論 を踏まえ なが ら当該事件の 損害賠償問題 につ い て考察 して み た い 。

　原告 （建築設計士 （archteceural 　draftsman ））は，将来 26 年 3 ケ月労働が可能で あり， そ

の 期聞年 6％給与上昇率を含めた金額を主張 した 。

　被告縁，第一審陪審の 評決が金額的に法外で あり，予測的で あ り， 将来の 所得の 損失に対す

る報酬を含ん で い る限 りに お い て は支持 し得な い と主張 した 。

　 原告 は経済学者 らを証人 として 立て ， 将来金銭取得 の 予想損失を統計的計算か ら推測 して 全

生涯の 稼動能 力 （26年 3 ケ月）680
， 000 ドル

， 現在の 貨幣価値 に概算すれば ， 306，000 ドル の

損失を主 張 した の で あ る 。 当該裁判所は，証人 経済学者 S の 説明 に基づ い て 考慮すれば，  賃

金上昇率は妥当 ． （2）こ の 地域 （New 　 York） の 同種業にお い て は年 6 ％上昇率，（3｝建築設計士

は こ の 地域で過去 5 年以 上年 6％ 上昇 して きた ， ｛4｝過去 5年内 6％以上上昇 して い た こ とを原

告が 将来26年間 ， 年間 6 ％昇給を受けるで あ ろ うか と い う十分な根極の 証 拠を形成す るで あろ

うか ， 将来に わ た る増収 は推定な り算定 な りを現わ しうるだ ろ うか と述 べ ，次の よ うに 問題点

を指摘した の で ある 。 ｛1｝見込 まれ る将来の給料の問題 ，  将来の 経済的動向に っ い て で ある 。

（1）に つ い て は前述 したが ， 〔2｝に つ い て裁判所は ， ω ドル の価値の 下落 ，

’
回 イ ン フ レ

ー
シ ョ ン を

考慮 ，   生命期間 （寿命）の 問題の 三 点を考慮 して い るの で ある 。 Cd｝に つ い て ｝さ第一審裁判所は

「原告の 主張 する
一生を通 して の ドル 価格下落に関す る証 Nの提案を拒絶 した 。 回 に つ い て は将

来の イ ン フ レ傾向の 蓋然性又 は規模に関 して 証拠を導入 せず ， 長期間にわ たる イ ン フ レーシ ョ

ン の 影響 も証明 しなか っ た 。   につ い て は保険的問題で あ り，計算不可能で で きない と した の

で あ・る 。 」。 当該裁判所 は
， 第

一
審裁判所の 判示 に対 して 同意 しつ つ も， 上記の 問題 を含め て

，
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年 6 ％ の 所得増加 を予測 し ， 懲罰的損害賠償 問題 を含 めて ， 損害賠償額の 争点 に つ い て は再審

理すべ きで あるとし差戻 した の で ある 。

当該裁 判所は本件 の 上 訴を棄却 し，原判決を確認，法律説示
一

部破棄差戻 と した 。

  　わ が 国で は，こ の ク ロ ロ キ ン 製剤の 事件 につ い て は，昭和57年 2 月 1 日，東京地方裁判所 に お い て 判

　決がなされ た 。 原告 ら患者 88名は，ク ロ ロ キ ン 製剤を服用 した結果網膜症 に罹患 した もの で ，被告製薬

　会社 6社 に損害賠償す る義務があ る とした。
’
詳細 につ い て は，判例 タ イ ム 塔，458号 ，昭和57年 3 月 5

　日発行，187頁〜298頁を参照 さ れた い
。

  　加藤
一
郎，「不法行為に おける過失と因果関係」，ジュリス トr英米判例百 ec　ll私法』 No ．60，1．978年，

　 29頁参照 。

tl1）　346　U ．S．15 ， 51’−52，73。S ，
　 Ct．956

，
976．

，
97　工、．　Ed ．1427 （1953）。

圃　444Pa ．263，282，　 A ，2d　 206 （1971）。

  　こ れ らの 原告 の 主張 は補足資料 に 説明が な されて い る 。 補足資料囚 ω は ，
「ク ロ ロ キ 1 網膜症 に 関す

　る医学的研究 の 展開 に つ い て 」，  被告 は 1 「医師か ら患者 の 網膜障害に 関す る情報 （被告 ic対する注意

　め問題 に関連 して ）」を 列挙 ， 補足資料〔B｝「網膜障害の 危険性に つ い て の 被告 に よ る警告 に 関して 」。

（B4　田 中英夫 ，
「英米 に お ける 懲罰的損害賠償 」，

『損害賠償責任の 研究 （中）』
， 昭和39年 4 月30 日 初版第三

　刷 ， 有斐閣 ， 892頁参照 。

  　高柳賢三，末延三次 ・前稿掲載書 （30），
391頁参照 。

’

  　田中 ・前掲書，897頁参照 。

〔瞰　田 中 ・前掲書 ， 897頁参照 。

 
’
田中 ・前掲書，897頁参照。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （89）

VI 製造者責任にお・ける保証理 論の 展開

　製造者責任 に お ける過失理論の 展開で 指摘 したが，過失の 要件に は原告側 の 立証責任が要求

され，こ の 立証は原告に と っ て困難な問 題で あ っ た 。

』
しか しそ の 後過失の存在の 立証 を被害者

か ら救済す る法的理論的模索が ア メ リカ の 裁判所 にお い て な され ， 過失 の 立証 を必要 と しな い

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ge）

保証 責任法理 を生み 出 した の で ある 。

　一般的に，こ の保証責任の 法理 は，従来 コ モ ン ・ロ
ー
上契約関係が 要求され ， 契約当事者間

　 　 　 　
’
　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　 　　 （91 ）

に お い て の み の 保証 違反 に 対 し損害賠償 の 責任が 発生 し う る と さ れ て い た の で ある 。 すな わ ち

契約は約束で あり，
』
約東に 対する違反 の 結果 に責任を課すとい う こ とで ある。 しか る に契約関

係 の な い 第三者に は保証責任が及ば な い 。 もとより，この 契約関係を 当事者の み に制限 し得た

の は ， 商品の市場が 単純で あり， 買主側で不完全な商品で あるか ど うか の 検査が可能で あり，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （92 ）

購買商品を買主側 で 評価の で きる
“

古 きよき時代・t7 に発 展 して きた時代的背景を考えね ばなら

な い 。

　こ うした契約関係当事者間にお い て の み販売者が 消費者に責任を負担する と い う原則が ，ゆ る

や か に 除去され て い くの で あ る が ，
それ は ア メ リカ に お ける産羃の 発達 と消費者運 動に よるも

の だ と言 われて い る 。 す なわ ち1905年初期 ， 欠陥食品の 市場 に おける激 しい 国家的運動か らは
　 　 　 　 　 　 （93）

じま るの で ある 。 ふ りかえ っ て みれば ，
1860 年以前，ア メ リカ の 経済は，工業化 とい うよ りも

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （94 ）

農業 と商業 によ．っ て 発達 し，19世紀半〜20世紀初期にか けて 工業化 された こ とに よ り， 消費者

が被 むる被害の増加に 対 し裁判所が彼等の 利益を保護す るため に法理論を新展 開 させねばな ら

’
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な い状況ICあ っ た と思われ る 。 それは高度資本主義の 発達か ら生 じる弊害の
一

つ と して
， 製造

者 （もしくは販売者）の 製品の 大量生産に 対 し，い か に大量消費へ と導 くか の 重大 な問題 に 直

面 して い くの で あ るが，そ の 方法 と して 自己 の 製品を宣伝 ・広告 （マ ス メ デ ア を媒介 して ） に

よ っ て 購買力 を煽 っ て い く。 そ れ らの 製品の 保証か 直接の 購買者に の み保証 されて い る時代で

はなく， 遠隔の 消費者 に まで 宣伝 ・広告の 威力を増 して い っ た の で あ る 。 必然的 に 契約関係 は ，

遠隔の 消費者に達する こ とはで きな い
。 契約書 ， 製品 の 内容説明に 基づ く契約は，遠隔 の 消費

者に は締結 出来な い こ と当然 で あ る 。

　 こ うした状況を踏まえて
，

ア メ リカの 裁判所は保証責任の 法理 を展開させ ， 契約関係の 排除

の 方向に判 断が示されて きた。以下 リ
ー

デ ン グケ
ー

ス と思 われ る判例を要約 し，契約関係の 排
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （95）

除と現在の そ の 動向を探 っ て みた い 。 言 うま で もな く，ア メ リカ の 製造物責任に 関す る学者の

論文が指摘す る判例 を参考 と して い る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （96 ）

（A｝ Mazetti　v ，　 Armour ＆ Co．事 件 （1931年〉

　 こ の 事件 は ， 食品の 製造販売に おい て 当事者間に 契約関係が存在せず とも黙示保証責任が あ

る と した事例で あ り， り
一

デ ン 0 ケ
ー

ス とな っ た もの で ある 。

　事件 を要約すれば，原告 （シ ア トル 市で 有名 な レ ス トラ ン の 経営者）が被告 （Armour ＆ Co．，

食品 に使用 される 肉製品を製造 ， 販売者 ）で 製造 された加工 食肉 （tongue）i カ
ー

トン を卸売

人か ら購買 した 。 そ の 食肉は調理 せ ずと も使用 で き るもの で あ っ た 。 被告 の 証言 に よれば ， そ

の 食肉は 食品と して 純良で 安全で 適正 な もの で あ っ た と述 べ て い る 。 原告 はそ の 食 肉を 正常な

流通経路で 購買 し，料理 して 顧客に供 した と こ ろ顧客は嘔吐 した 。 顧客は こ の 事実を公衆の 面

前で 非難 し， 原告の レ ス ト ラ ン の 信用を落す結果 とな っ た 。 原告 は こ の 食肉の 内容 と特橡を知

る知識も方法も持ち合わせ て い なか っ た 。 それ は顧客に供 する まで 知 る こ とがで きなか っ たの

で ある 。 そ こ で 原告 は商売上 の 損失 （従来の 評判を落す） と損失利益 の 損害賠償を求 め て 告訴

した の で ある 。 被告は妨訴抗弁 を認め られ，原告は上訴 し，ワ シ ン ト ン 州最高裁判所 に おい て

判示 された の が こ の 判例で ある。

　当該裁判所は まず従来の 一般原則を確 認 した 。 製造者 は直接買主以外の人 に責任を負わ せ な

い
。 すなわち，明示黙示保証 の 訴訟 にお い て必要と しな い とい う原則で あ り， 契約関係の な い

当事者間 に お い て は訴訟を維持で きな い と い う原則で あ り，購買者は直接売主 に訴え ね ばな ら

ない とい う原則で ある 。 しか しなが ら こ の 原則に は例外が あり， 〔1膓 害を惹起す る物が有害な

危険な物で あるかど うか，｛2）被告 が販売 した経 路で 商品に不 実表示的詐欺 （fraud）又 は不法行

為法上の 詐欺 （deceit）の 罪が あるか否か，〔3）被告 は直接危 険で な い物の 販売 又 は製造 （con −

struction ）に関 して あ る点で 過失力『あるか ど うか，等を確認 した 。

　 前述の 原則に従 っ て 当該裁判所 は，現代社会 の 食品 の 製造 販売 に お ける流通 経路 を配慮 しな
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

が ら論旨を展開するの で あるが ， そ の 論旨を要約すれ ば ， 現代の状況を踏まえ るな ら， 購買者

は食品の 純良性に つ い て 製造者 の 名称と評判を信頼 して 購入す るの で あり， そ の 食品を卸売人

を通 して購買 したとして も， 食品は個人 的顧客に供 され るもの で あ り，購買者 に と っ て は検査

そ の 他の 方法に よ っ て 不純品で あ るか否か を確認 す る こ とが で きな い 。それ は包 装に ラ ベ ル を

表示 し， 効果的方法を用い るこ とで 市場に 販売され る商品は，使用 目的に適合 されて い る と明

示 され て い るの で あ る 。 しか るに食品製造者は，包 装 品 （ariginal 　package ） を施す時，黙 示
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保証を した こ とに な り， そ の 保証 は，最終消費者 ， 購入者が販売品を正 当な流通 経路か ら購入

し傷害を被 っ た な らばすづて の人 に有効な もの で ある 。 さらに例外（1）に 示 され る通 り ， 傷害を

惹起 した物が危険物で あ る場合 とある が ，本事例の 食品 は そ れ に該 当するtもの で あり，最終消

費者に食品が使用 され るもの で あるか ら，契約関係が存在せ ずと も直接製造者を訴え る こ とを

認容すべ きで ある と判示 した の で ある。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 cgz）

（B ｝ Baxter　v ．　Ford　M ・ter　Co．　etaL 事件 （1932年）

　 前記 （Mazetti対 Armou ．r ＆ Co．）に おけ る判例 に おい て ，食品に 関 して 危険な身体的傷害

を被む る製品 ICは ， 当事者間の 契約関係 を必 要と しな い と した判決 ， すなわち直接購買者，最

終消費者が 直接製造者を訴える こ とがで きるとい う裁判所の 判断は，そ の 後欠陥飲食物関係事
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （98）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 く「
件にお い て維受されて い く。

』
その影響が他の 製造物に採用 された判例と して 重視 される の が こ

の 事件で ある 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．　　　　　
一

　 こ の 事件を要約すれば，原告は 1930年 5月に Ford　M6ter　Co．の 代理 店か ら車 を購入 した

が ， 同年 10月 12 日 ，

・車を運転中他 の 車 あはね とば した小石が ウイ ン ドガ ラ ス ．（Windshield）に

直撃 し ガ ラ ス が こ な ごな に な り原告の 左眼が失明 し右眼を損傷 した 。 被告は，そ の ウ イ ン ド ガ

ラ、ス は決 して こなごなに な らない よう に設計 されて い た と主張 した 。 事実審で は ， 原告が敗訴

し， ワ シ ン ト ン 州最高裁判所 へ 上訴 した とい う事件で あ る。

　 こ の 事件の 基本的な問題点 として は ， 次の よ うに要約で きると思 われる。

　 ｛1｝ 被告 （Ford 　Moter 　Co ．）が カ タ ゴグと印刷物 に明記 した Ford 車 の フ ロ ン トガ ラ ス は，

　　 強い 衝撃を受けて もこ な ご な に な らな い特性を持 つ と 明示 した こ と が 最 終消費者 に対 して

　　 保証 責任を負 うか否か とい う問題 で ある 。

　 （2） 被告は直接契約関 係の な い 購買 者に明示又 は黙示 の 保証責任 を負わ な い と主張 して い る

　　 点で ある。

　 これ らの問題に つ い て 当該裁判所は，前述の 食品に関する判例を引用 し
・
なが ら， 〔1｝に つ い て ，

現代の交通 事情の 視点か ら言え ば ， 自動車事故の 多くは こ の フ ロ ン トガラ ス の 聞題に集約され

て い る と考え られ る 。 それ ゆえ に Triplex　glass の 使 用 が 必要 で あ る。そ こ で 被告製造者 は，

当該製品が要請に応 じて 作 られ た もの で あり，カ ダ ロ グ又 は印刷物に 絶対に安全で ある と明示

した 。 また一
方，商品 の 宣伝 ・広告の 状況が 変化 し ， ラ ジオ ， 立 看板な ど最終消費者へ 商品の

販売の 拡大が もた らされる状況に至 っ て い る 。 〔2）に表示された Triplex　non 　shatorable 　glass

の特性 に つ い て 通常 の経験者 もしくは消費者 は ， その欠陥の 有無 に つ い て の検査などすみや か

に で きない 立場に置かれて い る 。 ゆえ に製造者は宣伝 ・広告で 明示 した特性に っ い て 信 ， 被告

が 製品 の 品質につ いて保有 して い るの で あるか ら，消費者は製造者の 明示を信頼する権利を持

つ とし，原告 と被告間に 契約関係 がな くて も明示保証責任を負 うと認容 したの で ある 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ｛99）

〔C ） Henningsen　v ．　Bloomfield　Motors 　Inc．事件 （1960年）

　前述 の Baxter 対 Ford　Moter 　Co．事件 は，明示保証責任を課 した事件 の判例 で あるが，当

該事件 は，商品性の 黙示保証責任を被告に負わせ た判例で あ る 。 こ の 事件は ， 過失にお ける当

事者間の 契約関係排除の 判例 （M ・・Phers・n ・ ．　B・i・k　M ・ter　C・
，
事件 （1916年），髞 皿

一
（C）1（

概略を記す）以後 44年を径て 保証理論 に 関す る損害賠償事件と して 画期的歴史的転換 とな っ た
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　 　 　 　 aoe ）

判決で あると述 べ られて い る もの で ある。そゐ こ とは食品，薬 品，飲料水な どの 人間 に直接消

費され ， 身体的傷害を及 ぼす製造物以外の 侮の 製造物に契約関係を排除拡大 されて い く基本的

判決 とな っ た もの として 注 目されて い るか らで ある 。

　 さて事件の概略を記述 し，判決 の 要点 を明確に した い 。

　原告 （Henningsen）は ， 被告 （Bloomfleld　Moters　Inc，製造者は Qhrysler　corporation ）か

ら Plymouth 車を購入 した 。 事実 は 1955年 5 月 17 日 ， 原告夫妻が 自動車を購入す るた め ， デ

イ ラ ーを訪ね ， Ply皿 outh
，
　Ford ，　Chevolet の どれかを購入 しよ うと考えて い たが ，デイ ラ

ー

の 説明 と推薦で Plymouth を買 うこ とに した 。 記録 に よ れぼ， 夫が妻の ため に 母の 日 の 贈物と

して 車を贈る こ とに して ，原告 の 名で契約書 （契約書に は ，
．自動車の 販売後 90 日以内，4000 マ

イ ル 走行距離 O
．
欠陥に対 して 保証 する義務を負 うが ， そ の ほか は ， 製造者 ， デ イ ラ ーは責任を

負担 しない と記述 されて い た）に署名を して 購入 したの で ある 。 5 月 9 日 に車を引渡され ， 5

月 19 日 に妻 は 1 時間 20〜30マ イル で Route 　36 （ハ イ ウ ェ
ー

）
s

を北に 運転 して い た 。
ハ イ ウ 土

一は交通量は少な く，
ス ム ーズ に 流れて い たが，突然 ， 車は ス テ ア ギ ア が きかな くな っ て ， 右

に方向転換 し， 標識に ぶ っ か り，煉瓦壁 に衝突 した 。 そ こ で 重傷を被 っ た原告 （妻） と夫 も同

時に彼の 永続的損失を含めて 両被告を相手と して ， 過失 と明示 ・黙示保証違反で 損害賠償を請

求 した の で あ る 。

　 こ の 訴訟に 対 して 事実審 は，過失訴訟を棄却 し，訴訟原因 は商品性の 黙示保証違反 の 問題 の

みに決 し，陪審員 に提出した 。 小陪審評決 は両 被告 に対 して 原 告勝訴 を申渡 し， 被告 は上 訴 ，

原告 は過 失訴訟 の請求の 棄却 に対 して 屎対上訴 した と い う事件で あ る 。

　 こ の 事件の 上訴裁判所の 判 旨を筆者なりに要約 して契約関係排除の 理 論的根拠を提示 してみ
　 　 　 　 N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 も

た い と考え る 。

　まず，初期 の コ モ ン ・ロ
ー

の概念か らすれ ば ， 売買当事者閤にお け る契約責任が存在 した こ

とは疑問の 余地がな い 。 そ の 理由は，商品の売買が契約時に顔 を合わせ て なされ，製品が比較
層

的複雑で な く， その 品質を評価す る こ とが で き る有能な 買手 （buyer） が検 査で き る時代 に あ

っ て は法的に 問題が 存在 しなか っ た 。 だが しか し， 大量生産 に よ る市場の 発達 した状況に ある

現代に お い て は，製造者 と購買者は遠 隔にあ り， 販売 シ ス テ ム は中間業者を介在させ ， 製品は

宣伝 ・広告を媒介とされて 消費者た達 して い る 。
こ の こ とは消費者が買い 手 （buyer）よ りは広

い意味に 用い られて もよ い 状態に至 っ て い る 。 したが っ て 「もし販売品に欠 陥が あり， 生命又

は手足 IC危険で ある もの で あれば，製造者 とそ の デ イ ラ 7 と当然 に合理的に予想 され る最終消

費者との間の 契約関係の 要件 を除去する こ とによ っ て の み社会的利益は保護 され うるの で ある 。

こ の よ うに欠陥製品の使用か ら生ず る損失の負担は ， そ の危険を制御す る こ と の で きる者 ， も

し損失を 生 じた 場合に衡平に配 分する ことの で きる立場の 者 に よ っ て負わ される こ とに な る」

そ の こ とは消費者保護の 視点か ら， 製造者か製品の 通常予爆され る使用 目的に 適合する よ う製

造 され た こ とを製造者 に保証を求 め て い る こ とで あ る 。

　 契約関係 の 除去の 傾向が食品と薬品 の ケ
ー

ス に お い て は例外的に ，
’
従来 の 裁判所の 判断とし

て認 め られて きて い るか，そ の他 の 製品に つ い て も少数の 州の 裁判所 に おい て 契約関係排除を

認め る傾向に ある 。 そ の 理 論的根拠 と して ， 「ある もの は 土地 ととも に移る契約の 法理か 保証に

もあて はま る し ， また あ るも の は第三者 の た め にす る契約を肯認 し ， さ らに消費者に対 して 直
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 CIOI）

接 に保証が な されて い る と認め る こ とが公序良俗 （Public　policy）の 要求す る と こ ろ で ある 」
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と理論付け て い る6

　当該裁判所は結論的に ，現代の 市販性の 問題 を重視 しなが ら論旨を展開 し， 本件の 製造者が

新車を流通経路に 置き， 公衆 に販売促進する の で あ るか ら，そ の 自動車が通常使用 目的 に適合

して い る こ との黙示の保証が，最終消費者に渡 るまで 伴 っ て い るの であ る と判示 して い る 。

  　厂Warranty 　 liability」 の 用語をわが 国 の 論文で は
， 「担保責任」また は 「保証責任 」 と訳されて い

　る 。 本稿 で は，保証責任 の 語を用い て 論旨を展開 して い る。

  　こ の 法理は ， 過失 の 概禽と区別 されて 端的 に 説明されて い るが
， そ れに よれば ， 過失 に おい て は

， 「製造

　者が自己の 製品の デ ザイ ン または製造 に おい て 何を した か につ い て で ある 」が，保証概念は，厂被告製造

　業者 が何 を な した か と い う こ とで は な く，む しろ 製 造 業者が何 を 言 っ た か，ま た は何 を 言 うの を 怠 っ た

　か」 に 問題 の焦点があ る と述 べ られ て い る。（ジ ョ
ージ D ，ビ ロ

ッ ク ， 有田喜十郎訳 ・前稿掲載論文  ，

　 113頁参照）。

｛91） 並木俊守
，

ア メ リカ統
』

商法典 ， 昭和 56年 7 月25日第 5 刷 ， 東洋経済新報社 ，
80頁参照 。　　 ．

働　Thomas 　W ．　Christopher　and 　William　W ．　 Goodrich ，　 Oases　 and 　Material　on 　Food 　 and

　Drug 　Law （Second 　Edition），Commerce 　Clearing　House ，　Inc．1973，　 at ・762，

｛C3）　Prosser
，
　 supra 　note 　13

，
　 at 　653．

（94　Dix　We　Noel．　Jerry　J．　PhiUips，　Products　Liability，Cases　and 　Materials，　West　Publish−

　ing　Co．1976，　at 　37．　　　　　　
t

  　言 うま で もな く，
ア メ リカ の 半睚例法 に お い て 前 述 した 契 約関係 の 排 除 の 法理 的展開 が な され て きた も

　の であ り，そ の 結果多 くの 州裁判所 に お い て 保証責任 の事例に対して 当事者間 （privity） の 契約関係

　を 排除し．た の で ある 。 後述す る統一商法典 の 第 2 − 318条に お い て は，「売主 の 保証 は，明示 の もの で あ

　 っ て も黙示の もの で あ っ て も，買主 の 家族 も し くは 世帯 の な か の 自然人 ，ま た は そ の 物品を 使用 し，消

　費 し，またはそれ に よ っ て 影響を受 けると予期する こ とが 合理的 で あっ て ， 保証 の 違反 に よ っ て 身体 に

　 傷害を受 けた者 に 及 ぶ 売主 は こ の 条 の 適 用 を排除 ま た は 制限す る こ とが で きな い 。」（経済企画庁国民生

　活局 ，消費者行政第一課編，「製造物責任 と賠償負担）昭和55年 5 月20日発行 ，205頁訳文参照 ）と規定

　 し，拡大 の傾向を示唆 して い る 。

（96｝ 75Wask ．622；135　p．633 （1913）．

  　168Wask ．456，12　p ．2d　 409 （1932 ）．

鰍 　Prosser，　Supra　note 　13，　at β53．な お DaVis　v ．　Wyeth 　Laboratories ，　Inc， 399　F 丿
2d 　127

　 （9th　 Cir　1968） の 判例 iこおい て も指摘さ れ て い る 。

’
｛99｝ 32N ，　J，358

，
ユ61　A ，2d 　 69

， （1960）．

任0  Page　Keeton ，
　Manufacturer’s．　Liability：The　meaning 　of

“Defect” in　the　manufacture

　 and 　Design 　of　Products，　Syrhcuse ・Law 　Review ．　 vo1 ．20
，
　No ．3

，
1969，　 at　560．

（10三） こ の 判例 に つ い て わが国 の 多数 の 研究者 の 論文 で 示さ れ て お り，筆者 も原判決集 とともに参考 に さ

　せ て い た だ い た 。 主な文献として ，有泉亨，生産物責任論
一

沿革 と比較 ，

−
唄孝一 ・有泉亨編 ，

r現代損

　害賠償法講座 4医療事故 。製造物責任』，日本評論社，昭和 49年11月30日第
一

刷 ，
252頁〜255頁 ，特に

　 こ の 箇所 の 訳文 （254頁）を 引用させ て い た だい た。

VH 医 薬品製造者の 保証責任

1，　 保証 責任と は

　保証責任 とは一
般的に ど うい う意 味で あ ろうか。それは次の よ うに定義が な されて い る 。

　「売主が ， 販売 す る物品の 品質 （quality），性能 （capacity 冫、また は適合性 （丘tness）に つ い

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （102 ）

て売主が責任を負 うこ とを承認 した こ とを意 味する」 こ とで あり，売主 （製造者，卸売商， 小

30

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Hokuriku University

NII-Electronic Library Service

Hokuriku 　University

医薬品製造者責任 の 展開白 13

売商）は，自己の 製品を製造 し，販売に際 して，数量，品質，性能，適合性を消費者に表示 し，

保証す るこ とを約束 したもの で あるか ら，そ の 保証が保証基準 に合致 して い な い た め に 約束に

違反 した場合 （結果的に消費者に対 し ， 製造 した製品に欠陥な い し危険の ない こ とに つ き明示
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （エo3 ）

また は黙示の 保証の 義務を負 うもの とし， 保証 された品質性状を欠 く製品に おい て 身体的傷害

もしくは財産的損害を与 え る結果 とな っ た） 弓こ は，売 主は，そ の違反に 対 し損害賠償責任を負

担する とい う法理で ある。

　こ の 法理 に は ，大別 して 明示保証 （express 　warranty ） と黙 示保証 （implied　warranty ）が

ある。 こ の 保証理論は 1893年 の イギリス の コ モ ン   v 一を制定法化する 目的 で 出来た動 産売買

法 （The 　sale 　of 　Goods　Act）に 範をお き，、ア メ リカ に お い て 1906年 ， 統
一

販売法 （The　Unir
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （王04）

form 　Sales　Act）が制定 され，さらに発展 し，1942年に制定作業 をは じめ た統一商法典 （The

Uniform　Comthe
’
rcial 　Code）が 195i年に制定 さ認15｝の 後 1956年改正条文解説が 完成 さ誠鵝

現在の と こ ろ こ の 統一商法典第 二 章の 保証法理が ル イ ジ ア ナ 州を除 くす べ て の 州裁判所 に おい
　 　 　 　 ｛10T）

て 採用 されて い る よ うで ある 。 そ こ で 統
一商法典が 明示 ・黙示保証 を規定 して い る の で 条文を

列挙する に留め，医薬品製造者責任を論ず る本稿 の 目的に従 っ て そ の 項 、（VII− （A｝（B ））
’
に お い

て 問題点 を論述 して み たい と考 えて い る 。 　　 　　 　　 　　 　　 ・
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 i

　明示保証に つ い て統
一商法典第 2− 313条は ，

つ ぎの よ うに 規定 して い る （以下条文訳は ，

前掲注飼 の 「製造物責任 と賠償負担」 （192頁〜195頁）を引用 した）。

　（1） 売主に よ る明示の保証 は次の よ う に して 生ずる 。

　　｛a ） 物品 に 関し売主が買 主 に 対して な した事実の 確認 （aMrmation 　of 　fact） ま た は約束

　　　（promise）で 取引の 基礎の 一部 とな る もQ は ， そ あ物品が 当該確認 または約束に 合致す

　　　る旨の 明示の 保証を生 じせ しめ る 。 、

　　〔b｝ 物品に つ い て の 説明 （description） で 取引の 一部 とな るもの は，そ の物品が 当該説

　　　明に合致する旨め保証 を生ぜ しめ る。　 　　 　　 　　 　　 　　 　 ・

　　（c ｝ 見本 （sample ）ま た は モ デ ル で 取引の 一部 とな る もの は ， そ の 物 品が 当該見本 また ば

　　　モ デ ル に 合致す る旨の 明示の 保証を生ぜ しめ る 。

　  　明示保証の 成立 には，

．
売主が

“

warrant
”

または
“

guarantee
”

の ようなフ ォ・
“一

マ ル な語

　　を使用す る こ とも， 売主が保証する特別の 意図を もっ て いた こ と も必要な い 。 しか し， 単

　　な る物品 の 価値に関す る確認 ， または単なる売主の意見また は物 品の 推奨を 目的とずる発

　　言 （Statement）は保証を生 じさせ な い 。

　黙示保証に つ い て は第 2− 314 条 に次 の よ うに規定され て い る 。

　｛1｝ 排除ま た は修正 され な い か ぎり （第 2− 316 条）物品 に 商品性が あ る こ との 保証 は，売

　　主が そ の 種の 物品lcncし， 商人で ある ときは ， そ の 売買契約に含まれ て い る （implied）と

　　解 される。 こ の 条文 の もとで ，営業施設またはそ の 他の 場所で消費され るため有償で食品

　　または飲料を提供する こ とは売買で ある。

　  　物 品に商品性が あるた め には ， 少な くと も次の よ うな もの で な ければ璽 らな い 。

　　（a ｝ 契約の 説明 （cbntract 　description） の
・
もとで 異議な く業界で 通用す る こ と 。

　　〔b） 代替可能物 （fungible　goods） の 場合に は，説明 （description） の なか で 公平な平均

　　　的品質の もの で ある こ と 。

　　（c ｝ そ の よ うな物品が使用され る通常の 目的 に適合する こ と。
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　　〔d） 合意 ｝こ よ っ て 許容され るバ ラ ッ キ （variation ） の 範囲内で 各 ユ ニ ッ トの なか，及び全

　　　て の ユ ニ ッ トの 間に 均等の 種類，品質及 び数量で 流通す る こ と。

　　｛e ） 合意が要求する と ころに従 い ， 適切 に 入れ られ ， 包装 され ， か つ ラベ ル を付 される こ

　　　と。

　　（f） 容器 または ラ ベ ル の うえ に な された約束 また は事実 の 確認 に従 っ て い る こ と。

　〔3｝ 排除ま たは修正 され な い 限 り， （ee　2− 316 条）取引の 過程ま たは業界の 慣行か ら，そ の

　　他の 黙示保証が生ず る こ とが ある。

　黙示の 保証 ：特定の 目的へ の 適合 （Warranty　of 　Fitness　for　Particular　purpose）。

　契約の 当時 ， 売主 が売買の 目的物で あ る物品が要求 される特定の 目的及び買主が適切な物品

を選択 し，もしくは提供す る売主 の技能また は判断に依頼して い る こ とを知 るべ き理 由が ある

ときは，こ の 条文 によ っ て排除または修正 されない かぎ り， その物品がこ の 目的に適合するこ

との 黙示 の 保証が 存在す る 。

　以上長 い 条文引用に な っ たが ， こ うした統一商法典が 制定 された経緯を理解す るた めには，

ア メ リカ の 製造物責任の 問題 点を考え て み る必要があ ろう。

　ア メ リカ の 保証責任の 初期の 段階で は ，ラ ベ ル ，文献又は宣伝物の 記述に 関 して 製造者に 義
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 く1o8 ）

務を課すとい う方法として 明示保証の概念が展 開され て い た と言われ て い るが， しか し そ の 約
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （109）
20年以前に 黙示保証 （VI一囚 の 判例を指す） の 厳格責任が論及されて い た と い う学説 もある。

す くな くと も過失理 論の 展 開の な かで，被害者 （消費者） へ の 救済の 法理 の 探求が ，過失な し

の 厳格責任法理の 一
つ で ある こ の 明示 ・黙示保証法理論か裁判所に よ っ て採用 された ， と見る

の が 正 当で あろ う。 それ は言い か えれば ， 過 失の 立 証 を被害者に よ っ て課 せ られる こ との 困難か

ら生 まれた過失問題を間わな い 保証理 論が ， 被害者救済に 適 用 されやすい 状況 にあ っ た ， という

こ とで あろう。 勿論 ， 法理 論として そ の 適用の 限界 も考慮されな ければな らな い 。 明示保証 に お

い て は，あ くまで も製造者，販売者 の 製品が保証 した基準 に合致 しな い こ とか ら生ずる被害に
　 　 Cl10）

対 して 損害回復を訴え る権利を有する こ とで あ る。 こ の 保 証違 反 の 責任は ， 製造者の 合理 的注
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Clll）

意義務や瑕疵又は懈怠に基づ くもの で は な く， したが っ て 製造者の 過失の 存在は問題にな っ て

い な い 。 保証責任の 問題はあ くまで も法理論 として は ， 不法行為的問題か ら独立 した契約法的
　 （112 ）

特質 を有 して い る理論なの で ある 。 しか しなが ら学説 に おい て は，こ の 保証理論は，「不法行為
　 　 　 　 　 　 　 　 　 （l13）

法と契約法 との 混血 児」で ある とい う説が あ り， 歴史的に は不法行為法上の 訴訟で ある詐欺訴
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （114 ）

訟 （action 　of　deceit）の性質を有 して い た と論 じられて い る 。

〔A｝ 明示保証責任

　さて 前述の 統一商法典 の 規定に 従 っ て ，医薬品製造者の保証貢任が ， い か な る構成 をな して

い るか論述 して みた い 。

　一般的な定義は，明示保証責任の 法理 を要約 して 「製造者が そ の 製品の 品質 ・性状を表示 し，

　 　 　 　 　 　 　 　 〔li5）

公衆 に宣伝する こ と」 と説いて い る 。 医薬品に あて はめれば ， 消費者 （患者）が 医薬品を薬局
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （116 ）

か ら購入する （薬剤師の 調剤行為をともな う処 方箋に よる医薬品）場合と医師の投薬に よ る医

薬品 とに分けられ ると考え られ る。前者につ い て は，患者が 薬剤師を通 して ， 後者は医師を通

して 商取引が な される もの で ある が
， そ れ らの 医薬品が 製造者に よ っ て 明示 さ れ た保証に 従 っ

て 販売 ，
．使用 され るもの で あるが ため に

， 薬剤 師 ， 医師は ， 医薬品製造者の 宣伝，広告，ラ ベ
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ル ，パ ン フ レ ッ ト，文献等 におい て 医薬品の 安全性，無害性，無毒性 の 記述 の 中で 積極的に激
　 　 　 Clll）

賞され た ことに対する保証 性の 問題が 生ずる の で あ る 。 こ う した医薬品製造者の 宣伝 ・広告等

によ る約束と確言によ っ て 消費者が 医薬品を購入 したか否か が問題 となる 。 当然なが ら， 医薬

品の 場合，特殊な流通経路を考慮 されね ばならない で あろ う。 それは医薬品製造者が送 り込 む

Detail　man との 関係に お い て 問題が 提起 されて い ると考え られる 。
　Detail　man が医師に 医薬

品 （サ ン プ ル を含め て ）の 事実又 は約束を口頭に よ り宣伝促進 的説明する こ とが 明示保証責任

違反を構成するの で はな い か， こ れ らの 確言が ， 医薬品につ い て の彼の意見又は通常の 販売用

語の どち らで もな い とい うこ とが，統一商法典第 2− 313 条 の 規定 の 下で 明示保証 を生ぜ しめ
　 　 （118｝

て い る と考 え られ るの で ある。また医薬品の宣伝物 ， 文献，ラ ベ ル 等 に記載され ， 表示 されて

い る保証 の 確言は ， そ の 基 礎には ， FDA の 認 可 に従 っ て 医薬品製造者が文献記述 に お い て 明
　 　 　 　 　

旧
　　 （119）

示す る もの で あり， こ の 医薬品製造者の 保証 は ， 医師 に信頼を与える こ と に な り，医師は処方

行為 に おい て ， こ の 文献 　ラベ ル 等を信頼す るとい うの が 医薬品にお け る特殊な売買契約で あ

ろう。 この こ とが 医薬品製造者の 製造 した医薬品を宣伝促進を行な う De七ail　man に よ っ て医

師に 約束 ， 確言を 明示す る こ と に な り， 明示保証責任の 要件 となろ う。 結果的に は ，患者 に 明

示 され たか否 か の 問題に 引き継が れて い くの で ある 。
こ の 件 に つ い て は，医師が 患者 の 代理で

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 x
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （12o）

あり， 医師に保証責任が ある とす る判例が 存在す る こ とで明 らかに されて い る 。 そ の 理 由は ，

患者は直接保証 責任の 要件義務に関与 して い な い が ためで あ る 。 医師が医薬品製造者 との 関係

｝こお い て 患者の ため に 業務 （service ） を行なうとい うの が通常の職務で あろ う。 患者は ， 医薬

品の パ ン フ レ
ッ ト， 文献等の 専門的説明 に つ い て 理解する こ と が 困難で あ ると い う こ と も理 由

の 一
つ で ある 。 こ の 代理人問題 に っ い て はっ ぎの よ うに図式化で きる と考える。患者の 代理 と

して 医師が あ り，医師の 信頼 を期待 され た 医薬品製造者が あ り，医薬品製造者を コ ン トm 一
ル

す る FDA が みり，
　 FDA は国民 の 信頼 に基づ く代理 人 として の 役割を負担 して い ると言え る

　 　 　 （12！）
で あ ろ う 。　 　　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 ・

〔B ） 黙示保証責任

　医薬品製造者 （販売者） は ， 前述 の 統一商法典第 2− 315 条に 規定 され て い る要件 に 該当す

るか否かで論及 される。 これに は，商品性の 黙示保証 と特定目的に適合す る黙示保証 とに分け

られ て い る 。 黙示保証は，初期の コ モ ン ・ロ
ー上，販売者が商品の 品質 に関 して は責任が な いと

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （122 ）

されて い た 。 特に特殊な商品 （医薬品も特殊で あろ う）の 場合に は責任 を負わなか っ たの で ある 。

それは 当事者間の 売買契約上の 原則に 立脚 した
“
買主 を して 警戒せ しめよ

”

（Caveat　emptor ）

が 基本的原則で あ っ た の で ある。 しか しな カ｛ら前項で 指摘 した ご とく， 社会 的経済的変化 に即

応 して ， 時代的要請 とと も に法理 論の 新展開が 求め られ ， 統一商法典の 示す要件 を製造者 ・ 販

売者 に課 して きて い るの で ある 。

　商品性の 黙示保証 は次の よ うに定義され て い る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （123）

　販売者 （製造者）の 義務 は，販売 した商品が公平で 平均的品質で あ り，合理 的に 適正で ある

こ とを黙示的に保証する 。 その こ とは通常の 用途に商品の品質が 商品の他の
一

定の 最小限度の
　 　 　 　 　 　 （124）

基準 に合致す る とい う保証 を黙示する もの とされて い る もの で ある 。 こ の 商品性の 黙示保証が
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

’
　　　　　　　 　　　　 （125 ）

認 め られ るに は二 っ の 要件が あ る とされ て い る。 （1廃 主が 売買物の 種類の 品物を取扱 う者で あ

る こ と ，   買主が 説明売買で 買 っ た こ と 。
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　つ ぎに特定 の 目的に適合す る黙示保 証 につ いて述 べ てみ た い 。　　　
’

　 こ れは 「実質 的に は 自己説明的で ， 特定販売者の 技術と判断を信頼す る と
’
い う こ とで 商品性

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （126）

の保証 とは区別されて い る 」 と述べ られ て い るが
， 特定目的とは，一

般的に購買者が 通常の 目

的で 購入する商品 とは異な り，購買者の 特定の 目的を販売者が知 る こ と に よ り，販売者が そ の

特定 目的に適合す るよ う販売 者の技術 と判断に よ っ て 売買 され る こ とで ある 。 たとえば，
‘
購買

者が登山用の 靴を購入 した い こ とを販売者が 知 っ たに もかかわ らず，通常用 の 散歩用 の 靴を販
「
売 した と い う場合，購買者は，販売 者の 靴 の 選択 の 判 断を信頼す る こ とで こ の 特定目的に適合

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 く12・7）
す る黙示 保証 違反 に該当 し訴え る と い う こ とな の で あ る 。 食品の 場合に は ， 通常の 目的 と特定

の 目的 は同じ概念 に含まれて い ると解釈されて い るよ うで あ る が
・
e 医薬品の 場合はど うで あろ

うか。食品 と同様に人間に消費す る もの と して 類似は して い る が ， 医薬品は もっ と積極 的な意

味を も？人間の 生命 ・ 健廉に 関与す る製品で ある。こ の 医薬品は特定の 目的の 購買者を医師と

規定 し， 販売者を医薬品製造者の 顔 と い え る Detai上man の 存在が ， こ の 売買契約の 当事者 と

考え る こ とが で きるで あろうか。前述 （（／｝）で 指摘 した ご とく，医薬品の 流通経路は特殊な手

段，方法に よ っ て行なわれて い るの が 現状で あるか ら，患者   代理 で・ある医師と医薬品製造者

（Detail　man ）と の 間 に お ける売買契約が 存在 して い る と考え て よ い 。　Detaihnan は ，
口 頭 も

しくは文献 に お い て 医師icそ の 医薬品の 特定の 目的の 適合にう い て 保証 を黙示 して い る と考え

られ，医師は，Detail　man の 医票早の 投与量，副作用，安全性，無毒性等 の 判断 ・技術を信頼

しで 購入する 。 医師は患者の 利益を考 慮 して 医薬 品を購入するの で あるか ら ，
Detail　man の

技術と判断を信頼 して 患者に投薬され ， 仮 に患者に身体的傷害を惹起 した場合 ， 特定の 目的の

適合 へ の 黙示保証違反か否かが裁判所に おい て 言及 され る，と考え られ る 。 そ の法的根拠は，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （12S）

統一商法典第 2− 315 条に 違反 して い ると判定 され る 。

　 さて ， 不純 薬あ黙示保証 違 反の 事件 に つ い て は ， リ
ーデ ン グケ ース と して Gottsdanker　v ，

Cutter　Laboratories，182　Ca1．　App．2d602 、6Cal 　Rptr ．320 （1960）の 事件が ある 。 と こ
tt

ろで 筆者 は こ の 判例 を通 して 黙示保証法理 を明確 に した い と考え て い る の で ， 続稿を 「VIII．判

例一
つ 」と題 して ，

・同判例 を分折す べ く用意 しつ つ ある こ とを述 べ て 擱筆す る 。

〔1GM並木 。前掲書，70頁参照 ．

QO3）慶 田康男，「わ が国製造物責任論の 課 題 」商事法務研究会 『製造物責任』 昭和53年12月15日発行，8

　 頁参照 ，

U凶 廣川浩二
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ー
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’ 71） 64− 5− 34，815頁参 照 ．
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　の 判決で VirtuaUy の 意昧を分析 し，　Webster
’
s
』
Third 　New 　International　Dictionary ｝C お い て

　は ，

“
about 　entirely

”
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